
表土の搬出元 表土を入れ替える農地 入れ替えた表土の搬出先

表土の保管

表土を土地造成に使用

切土等により表土に使用する土砂を採
取し、採取後に規制対象の「土地の区
画・形質の変更」に該当する場合は、
盛土規制法の許可・届出が必要

表土の保管場所が規制対象の
「一時的な土石の堆積」に該
当する場合は、盛土規制法の
許可・届出が必要

表土の搬出先が規制対象の
「土地の区画・形質の変更」
に該当する場合は、盛土規制
法の許可・届出が必要

入れ替え後に元の高さを超える場合は、「表
土の入れ替え+農地造成」と判断するため、農
地造成部分が規制対象の「土地の区画・形質
の変更」に該当する場合は、盛土規制法の許
可・届出が必要

入れ替え後に元の高さを超えない場合

盛土規制法の許可・届出が不要

入れ替え後に元の高さを超えて造成する場合

表土の入れ替え部分(許可・届出不要)

農地造成部分

表土の入れ替え部分

盛土規制法の対象となる「表土の入れ替え」の考え方


